
指名停止について 

 

記 者 発 表 資 料 

 

 

沖縄総合事務局は、別紙のとおり指名停止措置を行ったので、お知らせし

ます。 

 

 

令和７年 11月 28日 

 

沖縄総合事務局 

 

 

記 者 発 表 

沖縄総合事務局記者クラブ 

 

 

【問い合わせ先】 

◎ 沖縄総合事務局開発建設部管理課  契約管理官  森  明彦 

                 契約管理係長 宮良 長幸  

TEL 098-866-0031（内 2356､2541）  夜間 098-866-1981 

 

沖縄総合事務局総務部会計課    課長補佐   城間 直志 

                 専門職    照屋 華乃子 

TEL 098-866-0031（内 81321､81324） 夜間 098-866-0046 

 

   ◎は本件の主務課です。 

 

 

令和７年 11月 28日 

〜美ら島の未来を拓く〜 

沖 縄 総 合 事 務 局 



指名停止の概要 
 

１． 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止業者名 住       所 

東邦車輛株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 4120番地 

 

２．指名停止措置期間：令和７年 11月 28日 ～ 令和８年１月 27日（２ヵ月） 

 

３． 指名停止措置の範囲：沖縄総合事務局管内 

 

４． 事実概要 

 当該業者及び日本トレクス株式会社（以下「両者」という。）は、かねてから、自社の営業

戦略を検討する材料の一つとするため特定トレーラの車種ごとの納期の目安に関して情報交換

を行っていたところ、特定トレーラの原材料の一つである鋼材の価格が高騰していたことから、

特定トレーラの販売価格を引き上げる旨や引き上げる金額の目安等について情報交換を行い、

遅くとも令和３年 12月 22日までに、令和４年２月１日頃以降に販売する特定トレーラの販売

価格を引き上げることを合意した。また、両者は、令和４年２月以降も、引き続き鋼材の価格

が高騰していたことから、遅くとも同年７月 12日までに、同年８月１日頃以降に販売する特定

トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。また、両者は、令和４年８月以降も、引き

続き鋼材の価格が高騰していたことに加え、アルミ等の他の特定トレーラの原材料の価格等が

高騰していたことから、遅くとも同年 12月 22日までに、令和５年２月１日頃以降に販売する

特定トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。このことから、令和７年９月 24日、公

正取引委員会は、上記の行為は、独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限に該当し、

独占禁止法第３条の規定に違反するものであるとして、当該業者を違反事業者として公表した。 

 

５．指名停止措置理由 

上記「４．事実概要」に基づき、本件は「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止 

等の措置要領」別表第２第５号に該当する。 

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措 置 要 件 期 間 

（独占禁止法違反行為） 

５ 当局が所管する区域内において、業務に関し独占禁止法第

３条又は第８条第１号に違反し、工事の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき（次号及び第 12 号に掲

げる場合を除く。）。 

 

当該認定をした日から 

２ヵ月以上９ヵ月以内 

 

 



指名停止の概要 
 

１． 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止業者名 住       所 

日本トレクス株式会社 愛知県豊川市伊奈町南山 350番地 

 

２．指名停止措置期間：令和７年 11月 28日 ～ 令和８年１月 27日（２ヵ月） 

 

３．指名停止措置の範囲：沖縄総合事務局管内 

 

４．事実概要 

 当該業者及び東邦車輛株式会社（以下、「両者」という。）は、かねてから、自社の営業戦

略を検討する材料の一つとするため特定トレーラの車種ごとの納期の目安に関して情報交換を

行っていたところ、特定トレーラの原材料の一つである鋼材の価格が高騰していたことから、

特定トレーラの販売価格を引き上げる旨や引き上げる金額の目安等について情報交換を行い、

遅くとも令和３年 12月 22日までに、令和４年２月１日頃以降に販売する特定トレーラの販売

価格を引き上げることを合意した。また、両者は、令和４年２月以降も、引き続き鋼材の価格

が高騰していたことから、遅くとも同年７月 12日までに、同年８月１日頃以降に販売する特定

トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。また、両者は、令和４年８月以降も、引き

続き鋼材の価格が高騰していたことに加え、アルミ等の他の特定トレーラの原材料の価格等が

高騰していたことから、遅くとも同年 12月 22日までに、令和５年２月１日頃以降に販売する

特定トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。このことから、令和７年９月 24日、公

正取引委員会は、上記の行為は、独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限に該当し、

独占禁止法第３条の規定に違反するものであるとして、当該業者に対し、排除措置命令及び課

徴金納付命令を行った。 

 

５．指名停止措置理由 

上記「４．事実概要」に基づき、本件は「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止 

等の措置要領」別表第２第５号に該当する。 

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措 置 要 件 期 間 

（独占禁止法違反行為） 

５ 当局が所管する区域内において、業務に関し独占禁止法第

３条又は第８条第１号に違反し、工事の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき（次号及び第 12 号に掲

げる場合を除く。）。 

 

当該認定をした日から 

２ヵ月以上９ヵ月以内 

 


